
○中川座長   

分かりました。  

○若尾委員   

先ほど、中川さんからご指摘があったんですけれどヰ）、27ページの肺がんなんですけれ  

ども、肺がんだけやっぱりジャンプ率が非常に高いのは、何かほかと違うことをやられて  

いるとか、そういうことはあるんでしょうか。  

○加納参考人   

これも検証された結果がパブリッシュされているわけではないんですが、私が歴史を学  

んでおりましたら、やっぱり富山県の肺結核の検診って、お年寄りの結核が割と雁患率が  

高い県でして、それとセットでやっているということは一つあったんだと思うんですけれ  

ども、しかしそれが全てなのかどうかは私は分かりません。  

○若尾委員   

この平成元年というのは肺がんだけではなく、全てのがんで同じような推進員を始めて  

という、同じような取組をしていて肺がんだけすごくやっぱり目立っていますよね。ほか  

に比べてここだけすごい何か特殊なことがあるょうな。全てほかのがんでもこの肺がんで  

伸びた要因を何か分かって取り入れられれば、もっと伸ばせるんではないかと思うんです  

が。やっぱり、結核絡みというぐF〕いでしょうか。  

○加納参考人   

以下、推測でしかないのですが、結局、胃がんであっても乳がんであっても脱いだり  

飲んだりといろんなことがあるわけですけれども、やっぱり身近なということでいうと  

レントゲンを撮るというのは割と身近な医療行為で、痛くもかゆくも余り恥ずかしくも  

ない。そういう抵抗感がないということも 一つ飛び抜けているということではないのか  

なと、これも私はずっと歴史を見ていて、歴史というか、そのように。これは、私が全  

く個人的に感じているところでこざいます、つ  

（十〃J座長   

抵抗感ということをおっしやられたんですが、特に乳がんなんかはそれこそ男性のレン  

トゲン技師さんに撮られるのは嫌だなんていう、そういう方は結構いるんですね。それで、  

メディアを使った啓発などというんですが、具体的にはやっばり個々人においてはそうい  

ったところの抵抗感って案外多いんですね、⊃ がんと言われれば、山日1さんも前に言われて  

いましたね。がんと・・・  
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○山田委員   

そうですね、－たびがんと分かればね、もう男の先生も女の先生もないんですけれども、  

やっぱり最初の一歩はデリケートなんですよね。ちょっと恥ずかしいというのがあって、  

検査のときは女の人がいいなというふうに思いますね。  

○中川座長   

先般、日本放射線技師会に何いまして、今日も事務局長が来られていますが、やっぱり  

そういった撮る側の配慮というんですか、医療一医療ではないのかもしれませんが、提  

供する側の在り方というのも非常に大事かなという気はしてい ます。   

実は、先ほどの祖父江さんの韓国の取組のご紹介に少しありましたが、韓国の受診勧奨  

用のツール、これが資料の34ページからあります。  

○山田委員   

これはちょっと韓国語で分からなかったんですけれども、何か商品券みたいなものがつ  

いているんですか。何かこう……。  

○中川座長   

これは、実は朝日新聞の浅井さんからもらったんですよ。浅井さん、おられますか。こ  

れをちょっと説明できますか。これは、クーポンなんですか。  

○浅井記者   

簡単に説明させていただきますと、34ページ、要するに20ページぐらいのパンフレット  

なんです。34ページが表紙のところで、これは裏側に字が消してあるのは、これは住所、  

名前が入っていて、これはダミーなんですが、一人一人郵便で送られてきます。   

35ページは何か商品券みたいになっているんですが、これが要するにMinistry of  

Health of Welfareですから、韓国厚生省が新たにがん検診の検診券を差し上げますみた  

いになっていて、12月31日までと書いてあるんですよね。何かそういうクーポン券をもら  

うと、何かせっかくもらったから使わなくちやいけないみたいな気になるではないですか、  

もったいないみたいな。そういう何か結構マーケテイング手法をきちんと取り入れていて、  

実際に伺うと12月31日で一応一区切りなものですから、やっぱり10月11月になると受診が  

伸びてくるとか、そういうふうに何っています。   

その後は、36ページ目のところに行くと、これが各胃がんとか大腸がんとか、そのがん  

検診ごとにいつにどこに受診に行ったかというのが書いてあって、右の上側のほうは多分  

これはさっきおっしやった個人ごとのID番号が全部振られています。そのあとは、例え  

ばがん検診を受けてこんなに発見されてよかったみたいな体験談を入れたりとかしていま  
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して、38ペーージ目に行くと例えば胃がん検診を、検診で早期で見つかれば死亡率は非常に  

低いですよと、見つかるのが遅いとその後大変ですよとか、そういうことが書いてあって、  

検診はどうして受けなくちやいけないかがちやんと分かるようになっているとか、あとは  

40ページ以降だと写真が入っていますけれども、それぞれの検診で精密検査が必要と分か  

った場合こういうような、例えば大腸がんだと内視鏡検査をしますよとか、それが全部流  

れがすぐ分かるように丁寧に説明されていまして、42ページ以降になると、これが、あな  

たの近くの検診を受けられる病院という名前のリストがあって、ここに電話をかけて予約  

をして行きなさいと。ですから、これは丸が5つついていますが、これは各、肺がん検診、  

大腸がん検診、乳がん検診とか、肺がんはないですね、胃がん、大腸がん、乳がんとかの  

検診が受け入れ可能なのが丸がついています。ですから、5つ丸がっいているのだったら、  

うまくちやんと予約をすれば、その1つの病院に行けば1日で全部の検診を受けられると  

いうことになっていて、そこは非常に便利です。  

○中川座長   

ありがとうございました。   

浅井さんは、韓国語が分かるんですか「）  

○浅井記者   

同じ会社の同僚の若い人に教えてもらいました。  

○中川座長   

今日は私からこの資料を急遽入れていただいたんですが、もし可能なら事務局のほうで  

これをちょっと日本語に訳していただいて、次の懇談会で配布していただければと思うん  

ですが、ぜひよろしくお願いいたします。   

とてもいいですよね。こういったものがやっぱり必要かなという気はしています。   

あと、全体を通して委員の皆さんあるいはフロアの皆さん、何かありますか。せっかく  

の機会です。   

若尾さん、どうぞ。  

○若尾委員   

今F＝1、富山の非常にすばらしい取組を紹介していただいて、この懇談会が始まったとき  

にこういう好事例を集めましょうということで幾つか紹介していただいているんですが、  

今までの流れだと、どうしてもこの場で終わってしまうような感じなんですね．⊃ それをだ  

から、本当にこの場で通り過ぎてよかったねで終わってしまうんではなくて、付か蓄積し  

ていって、ほかの人が利用できるような形で紹介できるような形にすることが今後やっぱ  

りしていかないといけないんではないかと思います。  
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○中川座長   

そうなんですね。ですから、先ほどちょっと申し上げたんですが、この会は健康局の中  

では多分かなりざっくばらんなものだと思いますし、柔軟にやっぱりよい事例をなさって  

いるキーマンは直接なり間接なりに取り入れていただいて、そういう工夫がなかなか難し  

いかもしれませんけれども、できたらいいのではないかなという気がしますね。また、こ  

の場合以外でもいろいろ聞いてみたいですものね。ですので、また加納さん、面倒くさい  

かもしれませんけれども、ぜひ来ていただければ。衛藤さん、天野さん、今のこれまでの  

話、富山の話やあるいは韓国のああいったパンフレット、こういったものに関して何かコ  

メントやご感想があれば。  

○天野委員   

今、韓国の受診勧奨通知、大変興味深く拝見させていただいて、国内でもこういったも  

のが広がればいいと感じたんですが、一方で韓国の事例の中で対象者に対する個人宛ての  

受診勧奨通知を出したことと恐らくセットになっているのが検診の自己負担額を無料ある  

いは低額に抑えているということが恐らくここでセットになっているかと思うんですね。  

ですので、例えば受診勧奨通知を国内で市区町村が出すときに、現状の財政措置では受診  

勧奨通知を出すとその分受診率が向上するということは分かっているんだけれどもなかな  

か予算措置上厳しいといった意見もあるので、そういった面についても普及啓発とセット  

で取り組む必要があるのではないかと感じました。  

○中川座長   

そうですね。後でまとめて少しお話しします。   

衛藤さん、どうぞ。  

○衛藤委員   

私は2つのことを感じました。   

どなたも感じたと思いますけれども、顔が見える、個人的なコミュニケーションの呼び  

かけというようなことは大変効果があるし力強いし継続性もあると。それを支えるやっぱ  

り行政の支援なり、今のお諸にあった財政的な継続を可能にするような財政的な基盤をつ  

くるというようなことがやっぱりt大事で、それがうまくかみ合っているということが大事  

だと思いました。   

もう一つは、この韓国のことにしてもそうだけれども、富山のことにしても、実際にそ  

ういった対象となる人々、あるいはそういった呼びかけを受けた人たちはどういうふうに  

思っていて感じているのかというのも、また別の角度から調べてみたらどうだろうかと思  

いました。  
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○中川座長   

そうですね。それはまさに先ほどのディペックスになってくるんだろうと思いますね。  

よくアメリカでは検診で早期がんが発見されると、コングラチュレーションズと言われる。  

要するに、がんになっておめでとう。だけども、あなたのがんは治るんだよ。確かに早期  

の胃がんというのは100％の治癒率ですね。多分、早期がん全体でも9割近い治癒率だと  

思うんですよ。ですから、それは本当にある意味ラッキーであって、そういう事例も載せ  

ていただく必要があるかもしれません。   

先ほど、天野さんから費用の話がでたんですが、これも非常に重要で、いつか事務局側  

から出していただきましたが、検診の費用って安いですね。都道府県では、ただのところ  

も結構ありますし、高くて1，000円未満のところが圧倒的に多いんですけれども、それも  

案外知られていない。肌一方、韓国は、これは浅井さん、しつこくて申しわけないんですけ  

れどもこのクーポンというのは、所得に応じてその充当率があるんですか。  

○浅井記者   

これは保険、要するに日本でいうと保険診療で受けられる、要するに国がやっている医  

療です。  

○中川座長   

まず前提として、韓国の国のがん検診は、これは健康保険がカバーしていると。ここ  

は日本とは全く違うわけですね。  

○浅井記者   

ですから、このクーポン券を持っていけば、高額の所得の人は2割負担です。低額所得  

の人は全額無料で受けられるという形で。  

○中川座長   

つまり、このクーポン券というのは、これを持っていけば保険でカバーしてくれると  

いう、そういう券なんですね。  

∩沃什記者■   

そうです。2割負担は、ことしから1割に減額になります「）  

0中川座長   

なるほど。祖父江さん、何かその辺ございますか。  
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○祖父江参考人   

保険でカバーしているというよりは、違う財源なんでしょうけれども、その保険の仕組  

みを使っているということだと思います。  

○中川座長   

なるほど、保険の仕組みを使っているということですね。  

○祖父江参考人   

はい。それで、浅井さんが今言われたように半分の、ですから保険料を算定するのは恐  

らく所得を把握している、その情報を使って低所得者のほうにはカバー率を高く高所得者  

のほうにはカバー率を低くしていると。半分のほうは無料でやっていますし、来年からは  

高所得者のほうもアウトポケット、実際自己負担額は10％のみに抑えるというふうになっ  

ているということらしいです。  

○中川座長   

なるほど。その仕組みは使っているし、多分その自己負担率は通常の病院で支払うの  

と同じような自己負担なんだけれども、残りの財源というのは、自己負担分以外という  

のは健康保険とは別な財源があるんだということなんですよね。なるほどね。それは、  

学ぶべき点は多いような気がしますね。   

何か一般的な話として、これは言っておきたいぞと。  

○若尾委員   

今、住民検診、安いというお話があったんですけれども、がんセンターの予検センター  

の斎藤部長がやられている研究班で、杉並区でスタディーをやっているということなんで  

すが、ただ安い、1，000円で受けられるというと、そんな安いんではどうせ質が悪いだろ  

うと思っている人もいるみたいなんですね。だから、必ずしも安ければいい、安かろう悪  

かろうとどうしても思われてしまう、そういう感じ方をする方もいるんで、杉並区でやっ  

ているのは、ただ単純に1，000円で受けられますというのと、もう一つ、幾つかチラシを  

つくりまして、本来は1万1，000円のところを1，000円で受けられますというようなお得感  

を出すと、やりくりに生きがいを感じているような人たちは、さっきのクーポンではない  

ですけれども、これは今受ければ1万円も得するんだと思って受診勧奨になるんではない  

かというのを実際に今始めていて、そのレスポンスだけ見るとやはり総額を書いたほうが  

よかったと。これからもう少しすると実際の受診率も出るということですが、そういうよ  

うな検討もされていて、 だから先ほどの富山ではないですけれども、いろんな地区でいろ  

んな工夫がされているので、そういうのをやっぱり集めて、こういうチラシをつくってこ  

ういう進め方をするといいですよというのを皆さんに見えるような形に何かできないかと  
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いうようなことを考えております。   

○中川座長   

あと、ちょっと私が祖父江さんの話のときに触れましたが、がん検診受診率のとらえ   

方の問題ですよね。これもなかなかこの場でそこまで議論するのは適切かどうかあれで   

すが、ぜひ事務局というか、がんセンターを含めてこの問題をどう考えていくかという、  

少なくとも議論をする必要はあるんだろうと思うんですよね。韓国と比べて、いわゆる  

背番号制ではないし、ハンディがあるのはよく分かるんですが、しかしその中でやはり   

相手の分からない闘いに臨むというのはよくないことなので、それはやっばり考えてい   

く必要があるんだろうなというふうに思います。  

あとは、前回私が学校の中でがんの教育をしていく必要がある、例えば子宮頚がん、   

恐らくこれが一番がん検診が有効ながんだと思うんですが、例えばアメリカだと85％ぐ   

らいの女性が受けている。日本はこれが21％というような数字が出ていますね。特にこ   

の子宮頚がんの特徴はパピローマウイルスの関与、これは多くの場合、性交渉に伴う感   

染と言われていますが、ですから年々若年化が問題になっていて、二十歳から検診を受   

けるということを国が推奨をしてい るわけですね。ところが二十歳代の子宮頚がん受診   

率というのは多分6％未満なんですね。これは圧倒的に少なくて、ですから、中学校3   

年生の女の子にとってはもう5年後、やらなきやいけないんですよ。ところが、やっぱ   

りそんなことは全く教えられていない。この辺は文部科学省との問題になってくるわけ   

ですが、やっぱりこの辺も無視できないと思っています。   

特に、私の子供のころもそうだったんですが、これは衛藤さんの領域で余り私が立ち  

入るのはあれかもしれませんが、私の経験あるいは私の子供なんかの経験だと、学校に  

おける保健体育というのはほとんど体育な感じですね。保健の先生というのは実は非常   

にいかついガテン系の先生が多くて、私のころは、たばこを吸っていたですよ。どうも   

一部の資料を見ると保健の先生が一番たばこを吸う率が高い。そうすると、やっぱりが   

んのことというのはどうも後ろめたくなっちやうでしょうかね。なかなかそういった保  

健体育に関わる部分というのも少し考えなきやいけなくて、もちろんその指導要綱はな  

かなかあれなんですが、やはり子供たちに義務教育が国ができる教育の体系だと思いま  

すから、その義務教育の中で特にぎりぎりの15歳、中学校3年生にやっぱり教育をする   

必要があると。これは個人的な、ドン・キホーテ的な考えなんですが、何らかの形で申  

ノ、：ち校3年生に全員にがんの本を配れないか、そういうキャンペーンができないか。120  

万人、中学校3年生がいるんですね。1冊50円でつくれば、6，000万円です。この予算   

を要求するつもりはありませんが、民間の括力などでそういったキャンペーンができて  

いったらいいなというふうに思っていまして、実際、前回配った子供用のがんの本です  

ね、あれは一部からは、あんなのはちょっと昭和の薫りが強過ぎて今の子供はあんなの  

け駄目だというんで、もう少し21世紀版を今、少し考えているところです。  
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衛藤さん、学校の保健体育の在り方というのは議論されているんでしょうか。ちょっ  

と体のこと病気のことって、日本は教えていないような感じが少ししているんですが。  

○衛藤委員   

前にも1回申し上げたかもしれませんけれども、ほぼ10年に1回、全ての教科の学習指  

導要領というのは考えるチャンスがあって、今、小学校、中学校、高校を含めて、今から  

数年後から実施される新学習指導要領が去年からことしにかけてどんどん出てきていると  

いうことなんですね。中学校は今、その教科書をつくっている最中だと思います。高等学  

校はことしの夏ぐらいからその製作に入るという、そういう時期です。もちろんヒトパピ  

ローマウイルスのこととか、それも大事だということもよく私も存じていますし、ただ、  

教育の大きな枠組みというのはやっぱり相当議論をされて枠をきっちりつくって進められ  

ていくので、特定の課題が出てきたときにそれをどういうふうに入れるかというのは少し  

工夫が必要です。指導要領の中にそれを入れるということになると、ほぼ10年先になって  

しまいますから、1つは今の教科書の中にそれを入れるようなことというのはまだ可能だ  

と思うんですね。この指導要領の考え方もかなりきっちりとした、ちょっとでも超えても  

いけないしちょっとでも下回ってもいけないという、そういうかなり厳密な考え方の時代  

から、今は少し広がってきて、最低限教えることはこれだけ、しかしもっと高度なことも  

教えられるというような広がりが出てきています。各教科書会社も特徴を出せるというよ  

うな部分も、もちろん検定ということもあるんですけれども、あります。ただ、このこと  

はやっばりすごく簡単ではもちろんないんだけれども、ある程度私は可能性があると思い  

ますね。大きな意味で言えば、生活習慣病の予防という中で日々の生活のいろいろな注意  

すべきことを気をつけながら、がんの予防もするというような形では教えることは十分に  

その基盤は築かれておりますけれども、教科書だけの問題ではなくてそれを教える側の力  

も必要ですし、あとは、そういった授業だけではなくて保健室で養護教諭の先生が個別に  

指導したりとか、そういったことを全部体系的に考えていく必要があるので、やはりこう  

いった会議等からもどんどん情報を発信して、今日も文部科学省の方もここに見えていま  

すし、私たちもそういったことをよく知っているんですけれども、あらゆる機会を使いな  

がら、やっぱり、そこにどれだけ時間を割けるかとかいうことはいろんな問題があるにし  

ても、非常にこれから先の日本を背負っていく子供たちにとっても自分自身の問題でもあ  

るということですね。   

というようなことで、そういった意識を形成していくということは、学校教育は非常に  

有力な場になっていくだろうということを思っております。  

○山田委員   

しかし、10年というのも結構大変な年月ですよね。これだけ、でも言っていて、あきら  

めないで言っていくということかもしれませんけれども、教科書を書き換えたりすること  
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というのはそんなに大変なことなんですかね。ちらっと1行ぐらい変えちやえばいいのに  

とか、そういう安易なことでは。あるいは、教科書が無理であれば、例えばみんなが使う  

ノートってありますよね。ノートをつくっているような文具の会社がそのノートの裏のと  

ころに、病気って大変なんだよとか、日本はがんが多いんだよというようなことを漫画入  

りでばっと書くとか、そういうほうが早いですよね。  

○中川座長   

僕、そういうことを考えているんですよく，  

○山田委員   

学習帳みたいな。  

○斎藤委員   

数育というのはやっばり大きな国家的な事業ですので、小回りがきく部分ときかない部  

分があって、小回りのきくところではいろいろそういう副教材をつくってやるという手が  

いっぱいあると思いますし、教科書というのはやっぱり′ト回りがきかない部分ですね。で  

も、やっぱりいつかは変えていかなくちやいけないから、やっぱり辛がたくやっていくし  

かないと思います。  

○中川座長   

ちょっと時間が、私の不手際で押しておりまして、事務局のほうから資料2と3と、こ  

れをご説明お願いします。  

○前田がん対策推進室長   

では、資料の44ページの資料2でございます〔。   

「がん検診受診率50％達成」に向けた受診勧奨事業に係るキャッチフレーズ等の募集に  

ついて（案）という資料でございますが、がん対策推進基本計画における受診率の5年以  

内の50％以上の個別目標の達成ということと、あと平成21年度から国・自治体・企業・検  

診機関・患者団体等が一一体となったがん検診受診率向上のための広報の全国展開、こちら  

に／）きましてはがん対策推進協議会、及び厚生労働省のがん対策推進本部におきましても  

イいミ1という方針で択まったところでございます1。そして、その受診勧奨事業を効果的に  

展開するために国の主導の下、全国の関係機関及び関係団体が明確か／）共通のキャッチフ  

レーズの下に統、一的な事業を展開することが重要と考えてございまして、一般国民に対す  

るがん検診の必要性をIf三しく認知され行動を促すようなキャッチフレーズの公募というも  

のを行っていきたいというふうに考えてございます。   

呪（t三、募集事項として、キャッチフレーズ、イメージキャラクター、ロゴ、そういった  
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ものを考えてございます。   

この内容につきましては、先月開催されましたがん対策推進協議会においてもご報告い  

たしましたし、本日のこの啓発懇談会でも報告をさせていただいたところでございます。  

4月に入りまして30日間程度インターネット等によるキャッチフレーズ等の募集を行いた  

いというふうに考えてございます。そして次回の普及啓発懇談会におきまして、そのキャ  

ッチフレーズ等についてのご意見、評価をいただければというふうに考えてございます。  

そして、その後、第10回のがん対策推進協議会でその決定、公表というものを行っていく  

予定で考えているところでございます。   

そちらが資料2でございます。   

資料3でございますが、各座席の机上にはこちらでもお配りしてございますが、『厚生  

労働』、月刊で出しております66ページぐらいの冊子でございますが、そのうち21ページ  

を割いて、巻頭カラーで、がん対策について掲載してございます。厚生労働省としても、  

広報の観点からも、がん対策について熱心に進めていてございます。   

それからもう一点、追加配布資料ということで、1枚配布してございます。先ほども予  

算の話が出てございますが、前回の12月26日の普及啓発懇談会でも21年度の予算案につい  

てご説明申し上げましたが、そこの中で漏れていた部分というか、その後はっきりしてき  

た部分が1点ございます。 この追加配布資料の一番下の行でございますが、がん検診事業、  

これは市町村で行う場合には地方交付税措置ということでございまして、使用目的が特定  

されていないんですが、がん検診として概ねこれぐらい使ってくださいというふうな総務  

省から出される予算がございます。その中に今年度が649億円というふうな地方交付税措  

置でございましたが、来年度、平成21年度はその倍の1，300億円程度が地方交付税措置を  

されるという予算案になっているところでございます。先ほどもご指摘がございましたよ  

うながん検診のための通知ですとか、がん検診の実施ですとか、あとはがん検診に受けに  

来られる方の自己負担を安くするとか、そういったものにこういった予算が使われるとい  

うことを期待してございます。各都道府県に対しましては、この地方交付税措置が倍増に  

されたということを通知いたしまして、そして各管内の市町村に対するがん検診の充実、  

そして検診機会の増、そういったものについての要請をしているところでございます。   

事務局からは以上でございます。  

○中川座長   

ありがとうございました。   

今の事務局からの説明、資料2と資料3について、委員の皆さん、あるいはフロアの  

方々からご意見。  

○山田委員   

ないです。  
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○中川座長   

ないんですか。時間は、いいですか。このままだと、あと10分ぐらい。  

○山田委員   

定額給付金も惜しかったなと思って。そういうふうに配ったりするときに全部がんの検  

診1回ただですよとか、そうしたほうがよかったなと余計なことを考えていました、すみ  

ません。  

O「Fりl†座長   

加納さん、、桃太郎旗、あれは今L：】お出しにならなかったんですね。何で桃太郎なんです  

か。桃太郎って富山ではないですよね。  

○山田委員   

富山はチューリップですよね。  

○加納参考人   

戻って勉強してまいります。  

○中川座長   

ぜひ、次回またちょっと、旗…。  

○塩見委員   

それはピンクリボンなんでしょう、）やっぱりピンクリボンにかかわる、ピンクだから桃  

なんでしょうね。  

○中川座長   

普通の人はそう思わないでしょうな。桃太郎はピンクだなんて。  

0l1」田委員   

て章，、そういうキャラ1）て必要なんですよ、何かね。あら、かわいいわ、目につくわと  

か、そういう。  

○中川座長   

それはそうなんですよ。やっぱり今後、これは難事業ですよ。本当に検診率50％は並大  

抵のことではないr。ですからやっぱり日本国として、これはやっぱり錦の御旗を立てる、  
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そして国を代表する方が私も受けるから皆さんも受けなさいと言っていただく。そのとき  

に、やっぱりイメージキャラクターというんですか、そういうものと、そしてキャッチフ  

レーズと、これは非常に大事なので、委員の皆さんあるいはフロアの方からどんどん提案  

いただいて。   

それともう一つ、地方交付税の倍増。これは地方から見てどうですか。加納さん、どん  

な感想なり、こう使ってやろうとか。  

○加納参考人   

こう使ってやろうも何も、とにかくありがたいの一言で、厚生労働省の担当の方のご苦  

労が本当にしのばれるというのが私の実感でございます。  

○中川座長   

審議官、室長、よかったですね。褒めていただいて。余りそういうことを聞くこともな  

い昨今ですので。  

○永江委員   

ただ、富山みたいに実際にやっているからそういう声なのかなと思います。やっぱりお  

金があっても、本当にそれをそれに使わせる仕組みがないとですね。  

○中川座長   

そうなんですね。  

○永江委員   

そこが重要です。  

○中川座長   

地方交付税、がん検診に向けたものとしても、それをがん検診に使う直接的な義務がな  

いですよね。したがって、これがやはり正しくがん検診に使われるような世論ですよね。  

そのやっぱりパイロットが我々だと思うので、そこをモニターするような仕組み、これは  

協議会の中ですべきかもしれませんが、何らかのを。 そして、せっかくついた予算が適切  

に使われないと、またこれは継続性の問題もあるので、ぜひここは考えていく必要があろ  

うと思います。   

どうぞ。  

○天野委員   

先ほど若尾さんからせっかくこうやって好事例を集めているのであるから、これを広く  
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提示していこうということがご提案があったかと思うんですが、それに加えて、今回予算  

措置が倍増8こなったということにも関連するんですが、もし可能であれば、そういった好  

事例を集めた取組をモデル事業という形で特定の地区で、まずはやってみるということも  

必要かと感じました。  

○山田委員   

そうですよね、どこか何かピンポイントで、よし、今回は例えば滋賀でいってみようと  

か、分からないですけれども、東京でいってみようかとか、それでこのメンバーでがあっ  

と行くというのもあるかも分からないですよね。  

○中川座長   

例えば、さっき僕が言った中学校3年生に21世紀版の子供のがんの副読本、これは120  

万冊すぐに刷れませんよ。ですから、例えばどこか、岡山市とかね。桃太郎ですからね。  

岡山市で、ああいうところで、岡山市だったらもうちょっと少ないんだろうから。でも、  

その好事例を積み重ねていってそこに全国がついてくる。これが均てん化の発想ですよね。  

ですから、がん検診もやっばりこの均てん化、がん検診における均てん化というのは非常  

に重要だと思いますよ）ですからモデル事業を大い に。だから、地方からそういうのろし  

が上がるといいですよね。錦の御旗が立ったんだから、これは地方から、いろんなところ  

からのろしが上がると、こういう循環をつくっていく必要があるんではないかなというふ  

うに思いますL，   

さて、若尾さんから提出資料がありますね。これをちょっと、簡単にご説明。ちょっと  

時間もあれなので。  

○若尾委員   

資料の58ページ、59ページをご覧になってください。先ほど山田さんからもアナウンス  

していただいたんですけれども、山田さんのすてきな歌声をもっと多くの方に聞いていた  

だきたいということで、国立がんセンターがん対策情報センターが主催しています「市民  

向けがん情報講演会」にスター混成合唱団の皆様に来ていただいてミニコンサートを開い  

て、それと同時に「あなたをささえる応援団」というテーマで今、家族を応援、支えてい  

ただく、あるいは拠点病院相談支援センター、あるいは様々な情報サービス、そういう支  

えるものがあるんだということをより多くの方に知っていただこうという目的で講演会を  

開きます。3月28日です。   

会場は東京築地がメーン会場なんですが、59ページのはうの「のほうに書いてあります  

が、テレビ会議システムを使いまして、全国15カ所に中継するような形で、東京は今いっ  

ぱい人が集まっているんですけれども、地方のほうがなかなか人が集まりませんので、ぜ  

ひ、ニれを全国でやっていますということを皆様方にお知らせさせていただきたいと思い  
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ます。よろしくお願いいたします。   

まだ、地方につきましては予約なしでいきなり3月28日に行っていただいて、聞いてい  

ただけるような状況になっておりますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上、あるいは地方の  

方にもお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。  

○中川座長   

ありがとうございました。僕はこういうイベント、あるいは試みが中央で進んで、そ  

のことが、これは錦の御旗ですよね、これにやっぱり地方がすぐこたえられるというふ  

うな形になってこないと、なかなかがん検診の受診率は上がらない。ですから、こうい  

うのは試金石なんですよね。ですので、中央と地方とで、このチャンネルをつくってい  

く、そのよい練習台になるんではないかなというふうに思いますね。富山でも、ぜひよ  

ろしくお願いします。   

あとはあれですね。資料3はすごく、僕は今見ていたんですけれども、よく書いてあ  

って、しかも後半は啓発懇談会のことも随分取り上げられていて、 ほとんど関谷さんの  

顔だらけという、これがまた・・・。  

○関谷委員   

すみません、こんなに写真を使っていただけるとは思えなくて、髪もぼさぼさでという  

感じなんですけれども。  

○中川座長   

ありがとうございます。   

ちょっと時間が押しておりますが、今日の懇談会はとりあえずこれまでとして、最後  

に事務局のほうから連絡事項等、お願いできればと思いますが。  

○前田がん対策推進室長   

本日ご議論いただきました内容につきましては、議事録を作成いたしまして厚生労働省  

ホームページ上にて公開することといたしてございます。議事録の案ができましたら、委  

員の皆様にご確認をお願いいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。   

また、次回の開催につきましては、会議の時間を3時間とし、5月中旬ごろの開催を目  

指したいと思いますので、シンポジウムで事例発表をしていただくのにふさわしい方がい  

らっしやいましたら、事務局までご連絡いただければと存じます。開催の日取りにつきま  

しては、できれば本日お決めいただきますとありがたいのですが、中川座長、いかがでご  

ざいましょうか。  

○中川座長  

48   



今、各委員の皆さんからご都合を伺ったんですが、山田さんがちょっとあれですね。  

太田プロの、まだ分からないということなんですが。   

あと、兼坂さんのほうは聞かれていますか。これは、兼坂さんのご都合はオーケーな  

んですね。そうしますと、山田さん以外のご都合が一番合うのは5月22日金曜日の15時、  

午後3時から3時間になると、午後6暗までですね。山応、これを仮押さえという形で、  

何とか3時間。これはあれですね、先ほどのキャッチフレーズやロゴに関する議論もー  

応含めるということで、何とか山旧さん、これでお願いできませんか．）  

○山田委員   

はい。  

○中川座長   

山田さんがはいと言っていただきますので、仮押さえがかなり「仮」が取れる感じにな  

ってきました。   

次回も今回と同様に前半では事例をお話しいただいて、本当は加納さん辺りからほかの  

県でまたおもしろい取組があるというようなことをご推薦していただくとありがたいんで  

すね。また後半ではこういう議論をしながら、ロゴ、キャッチフレーズに／〕いても議論し  

ていきたいと思います。   

それでは、私の不手際で10分ほど延長いたしましたが、でも、これぐらい話ができる感  

じが本当は望ましいんだろうと思っています（〕   

長時間、皆さんありがとうございました。どうもありがとうございます。  

（了）  
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